
水防専門家派遣制度の概要について 
 
■ 水防専門家とは 

水防団、消防団、国土交通省の OB を中心として、水防関係業

務に携わった経験を有し、水防知識・技能の伝承・指導を行うこ

とが可能な方です。 
 
■ 水防専門家の活動内容 

水防専門家は出前講座で以下の指導を行います。 
① 水防訓練における水防工法の指導 
② 水防に関する講習    等 

 
■ 任期 

水防専門家の任期は 3 年です。事務局は 3 年ごとに登録の更新

を行います。 
 
■ 派遣費用 

水防専門家派遣に要する費用（交通費、宿泊費、日当）は、原

則として要請した市町村等において負担して頂きます。 
 
■ その他 

水防専門家派遣制度の詳細については、下記ホームページに掲

載されています。 
 
国土交通省河川局：http://www.mlit.go.jp/river/index.html 
（社）全国防災協会：http://www.zenkokubousai.or.jp 
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